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１．流域の概要 

那賀川
な か が わ

は、徳島県南部に位置し、その源を徳島県那賀郡の剣山
つるぎさん

山系ジロウギュウに発し、坂州
さかしゅう

木頭
き と う

川
がわ

、

赤松
あかまつ

川
かわ

等の支川を合わせ、那賀川平野に出て、派川那賀川を分派して紀伊
き い

水道に注ぐ、幹川流路延長

125km、流域面積 874km2の一級河川である。また、支川桑
くわ

野川
の が わ

は、派川那賀川に合流する幹川流路延

長 27km の一級河川である。 

流域の土地利用は、山地部が 92％を占めており、平地はわずか 8％にすぎず、そのうち 59％が農地で

ある。流域は、このような地理的特性を活かした木材の生産、製材、木工、製紙といった木材産業と、

肥沃な土地や温暖な気候等を活かした農業を長く基幹産業として栄えてきたが、近年では、徳島県内随

一の工業地帯として発展を遂げている。 

那賀川は、河口から約 18km の区間を国管理区間として国土交通省が管理しており、12km～18km 区間

では山間部を弯曲しながら流下し、沿川に小さな氾濫域が点在する。その一部は無堤であり、現在、深瀬
ふ か せ

地先の堤防締切りを実施中である。11km に位置する北岸堰付近で平野部に出て、その下流は、堤防で締

め切られた概ね直線状の河道であり、河道内には明瞭な交互砂州（単列砂州）が発達している。桑野川

は河口から約 11km の区間が国管理区間である。 

下流の平野部には、人口・資産が集積しており、桑野川の右岸側に徳島県南部の中核となる阿南
あ な ん

市街

地がある。近年では那賀川河口域の辰巳
た つ み

工業団地を中心に化学工業製品の発光ダイオード[LED]や蛍光

体の生産量世界一を誇る企業が立地し、機械製作や電子機器の企業進出もあり、今後の発展が期待され

る地域である。 

表 1.1 那賀川流域の概要 
項  目 内    容 

流域面積 874km2 

流路延長 

幹川流路延長 125km、法河川延長 360.8km 

 ・法河川延長のうち直轄管理区間 52.41km（以下内訳） 

 那賀川本川 41.78km、派川那賀川 3.63km、桑野川 7.00km 

 ・法河川延長のうち徳島県管理区間 308.4km 

流域内市町村 

（ ）内は H22 国勢調査人口

阿南市（76,063 人）、那賀町（9,318 人）、小松島
こまつしま

市（40,614 人）、

勝浦
かつうら

町（ 5,765 人）、美波
み な み

町（7,765 人） 

流域内人口 
約 50,000 人（河川整備計画記載値：約 58,000 人  
※平成 12年度河川現況調査による） 

想定氾濫危険区域内人口 約 74,000 人（河川整備計画記載値：約 71,000 人） 

年平均降水量 約 3,000mm（上流域） 

流域の主な産業 製紙、化学工業製品、製材、木工等 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 那賀川流域図  
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【地形・気象】 

那賀川流域は、河口付近まで山塊が連続する地形であり、人口及び資産が集中している下流域の

平野部は、那賀川によって形成された典型的な三角州扇状地となっている。 

氾濫域の地形特性としては、氾濫区域は流域外の人口・資産が集中している区域まで広がってい

ること、洪水時の河川水位は居住地より高く、破堤時の被害が甚大となることが挙げられる。 

洪水が発生しやすい特性として、①台風の経路と川の流れが西から東へ同一方向であることと、

②山間部の降雨量が多い（全国平均の約 2倍）ことが挙げられる。降雨状況をみると、那賀川の上

流域は、年降水量が 3,000mm を超える全国でも有数の多雨地帯となっていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 那賀川流域地形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 1.4 那賀川流域の年平均降水量分布図 

 

図 1.3 那賀川沿川の地盤高（平面図、断面図） 
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図 2.1 那賀川流域における基幹交通施設の状況 

２．流域の社会情勢の変化 

2.1 地域開発状況の変化 

(1) 地域の概況 

国管理区間の氾濫域は、区域内に徳島県南

部の中心的役割を担う阿南市街があり、南北

に通過するＪＲ牟岐線、一般国道 55 号、流

域を東西に結ぶ一般国道 195 号等の基幹交

通施設がある交通の要衝となっている。また、

区域内には、各分野の国内外でトップシェア

を誇る企業の工場が存在している。 

(2) 河川整備計画策定（平成 19 年 6 月）以降の変化 

河川整備計画策定以降の那賀川流域内の阿南市・小松島市・那賀町の製造品出荷額をみると、一時減

少傾向が見られたものの、依然として 3,000 億円以上の高い水準を維持している。事業所数は減少傾向

であるが、従業者数は50,000 人以上を維持している。また、人口は減少傾向にほぼ歯止めがかかり横ば

い傾向、総世帯数は横ばい傾向にあり、耕地面積については減少傾向が落ち着きを見せはじめている。 

 
表2.1 阿南市・小松島市で製造されている代表的な工業製品 

主な製品 
河川整備計画 

策定当時の状況
平成 25年の状況 

発光ダイオー

ド、蛍光体等 

発光ダイオード、

蛍光体：世界の生

産の約 40% 

(世界第 1位)

LED 高輝度：世界シェア 20% 

(世界第 1位)

蛍光体    ：世界シェア 25% 

(世界第 1位)

電池材料※ ：世界シェア 16% 

(世界第 1位)

※リチウムイオン電池の正極材料 

RO 紙（逆浸透膜

支持体紙） 

世界シェア 70% 

(世界第 1位)

世界シェア不明 

(世界第 1位)

ベニヤ合板用 

プレス機械 

国内シェア 50% 

(全国第 1位)

国内シェア約 50% 

(全国第 1位)

0

1,000
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5,000
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9,000

10,000
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経
営

耕
地

面
積

（
h
a）

（年）

〔流域（小松島市＋阿南市＋那賀町）〕

合計

田

畑

樹園地

238,804

312,837
338,152

361,549

470,748

405,064

323,798 334,582

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000
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製
造

品
出
荷

額
(百

万
円

)

（年）

製造品出荷額 [小松島市＋阿南市＋那賀町］

0
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12,000

46,000
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50,000
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事
業
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（所

）

従
業
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）

〔流域（小松島市+阿南市+那賀町）（総数）〕

従業者

事業所

0

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

48,000

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

H2 H7 H12 H17 H22 H23 H24 H25

世
帯

数
（

戸
）

人
口

（
人

）

（年）

〔流域（小松島市+阿南市+那賀町）〕

総人口

男

女

総世帯数

0 10km5

阿南道路

阿南IC

凡　　例

一般国道

那賀川流域

JR

一般国道（工事中）

四国横断自動車道（事業中）

古 

屋
谷

川

那 賀 川

海
川
谷

川

南
川
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紅
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川

谷内川

加
茂

谷
川

桑
野

川

坂 州 木 頭 川 55

195

193

195

193

出典：H23、H24、H25 年の人口は徳島県 HP
「徳島県の推計人口」より 
H23、H24 年の製造品出荷額は総務省
「工業統計」より 

上記以外の出典：徳島県統計書（最新：H23 年版）

図 2.2 阿南市・小松島市・那賀町の製造品出荷額の推移

河川整備計画
策定以降

図 2.3 阿南市・小松島市・那賀町の
事業所・従業者数の推移 

河川整備計画
策定以降

図 2.4 阿南市・小松島市・那賀町の人口・
世帯数の推移 

河川整備計画策定以降

図 2.5 阿南市・小松島市・那賀町の

耕地面積の推移 

河川整備計画
策定以降
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2.2 近年の洪水等による災害の発生の状況 

2.2.1 洪水被害 

(1) 概況 

那賀川の戦後最大洪水は、昭和 25 年 9 月洪水（ジェーン台風）であり、近年では戦後第 2 位の流量

規模となる平成 16 年 10 月洪水（台風 23 号）が発生している。桑野川の戦後最大洪水は、近年の平成

11 年 6 月洪水（梅雨前線）であり、平成 10年 5月洪水（前線）等でも大きな浸水被害が発生している。 

(2) 河川整備計画策定（平成 19 年 6 月）以降の状況 

河川整備計画策定以降も、那賀川では、平成 21年 8 月洪水（8 月 10 日豪雨）、平成 23年 9月洪水（台

風 12号）等、桑野川でも平成 22 年 4 月洪水（低気圧）等の浸水被害が発生している。 

 
表 2.2 過去の浸水被害実績（那賀川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被害状況

全壊
流失
(棟)

半壊

(棟)

床上
浸水
(棟)

床下
浸水
(棟)

水害区
域面積
(ha)

昭和25年9月3日 393 (約9,000) ジェーン台風 [129] [537] [1,564] [3,825] 不明

昭和36年9月16日 561 約6,200 第2室戸台風 2 6 24 134 164

昭和40年9月14日 533 約3,600 台風24号 － － 17 76 338

昭和43年7月29日 397 約5,700 台風4号 － 10 117 908

昭和45年8月21日 384 約6,500 台風10号 － － － 2 22

昭和46年8月30日 483 約7,300 台風23号 1 － 92 86 95

昭和50年8月23日 612 約7,600 台風6号 － 1 91 41 266

昭和51年9月12日 723 約4,400 台風17号 － － 6 2 54

昭和54年9月30日 311 約6,000 台風16号 1 － 10 3 106

昭和62年10月17日 370 約5,000 台風19号 － － 3 － 17

平成2年9月19日 568 約7,100 台風19号 － － － 36 74

平成5年8月10日 398 約5,900 台風7号 － － － 2 21

平成9年9月17日 448 約6,000 台風19号 － － 6 33 299

平成10年9月22日 247 約4,100 台風7号 － － 19 298 71

平成15年8月9日 563 約6,900 台風10号 － － 4 40 150

平成16年8月1日 400 約5,300 台風10号 6 5 － 12 111

平成16年10月20日 448 約8,100 台風23号 － － 107 93 165

平成17年9月7日 632 約5,800 台風14号 － － 11 2 121

平成21年8月10日 611 約7,100 8月10日豪雨 － － 37 7 143

平成23年7月19日 785 約6,900 台風6号 － － 3 18 127

平成23年9月3日 802 約7,700 台風12号 － － 2 70 152

発生原因
2日
雨量

（mm）
洪水発生年月日

最大
流量

（m
3
/s）

河川整備計画策定（平
成19年6月）以降 

注1) 最大流量は那賀川基準地点「古庄」における流量年表による 
     ただし、昭和25年9月洪水の流量は基準地点「古毛」である 
2) 被害状況は水害統計による（昭和25年は「徳島縣災異誌」の集計値） 
3) （    ）書きは推定値、[    ]書きは桑野川分を含む 
4) 平成21年度以降は事務所調べによる 

平成 21 年 8 月加茂地区（阿南市加茂町） 

図 2.6 過去の洪水での浸水被害状況写真（那賀川） 

平成 16 年 10 月深瀬地区（阿南市深瀬町） 平成 23 年 9 月加茂地区（阿南市加茂町）
か も 
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表 2.3 過去の浸水被害実績（桑野川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被害状況

全壊
流失
(棟)

半壊

(棟)

床上
浸水
(棟)

床下
浸水
(棟)

水害区
域面積
(ha)

昭和31年9月26日 287 (約500) 台風15号 不明

昭和34年9月26日 265 (約430)
台風15号
(伊勢湾)

不明

昭和40年9月14日 419 約740 前線 － [642] [2,224] [1,449]

昭和47年7月6日 308 約590 梅雨前線 － － 128 440 553

昭和47年9月16日 191 約400 台風20号 － － 31 315 191

平成2年9月19日 326 約490 台風19号 － － 3 34 209

平成7年5月11日 362 約440 低気圧 － － 2 10 6

平成10年5月16日 287 約670 前線 － － 39 128 714

平成11年6月29日 362 約770 梅雨前線 － － 48 194 215

平成11年9月22日 242 約610 台風7号 － － 47 145 29

平成16年10月20日 236 約650 台風23号 － － 5 76 69

平成21年11月11日 376 約540 低気圧 － － － 48 4

平成22年4月27日 257 約630 低気圧 － － － 0 127

洪水発生年月日
1日
雨量

（mm）

最大
流量

（m
3
/s）

発生原因

注1) 最大流量は桑野川基準地点「大原」における水位流量換算値による 
 2) 被害状況は水害統計による 
 3) （    ）書きは推定値、[    ]書きは前後の台風23～24号による被害を含む 
 4) 平成22年度以降は事務所調べによる 

図 2.7 過去の洪水での浸水被害状況写真（桑野川） 

平成 22 年 4 月 石合地区（阿南市長生町）平成 11 年 6 月 宝田地区（阿南市宝田町） 平成 16 年 10 月 本庄地区（阿南市長生町）

河川整備計画策定（平

成 19年 6月）以降 

たからだ ほんじょう いしあい ながいけ 
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2.2.2 渇水被害 

(1) 概況 

近年、那賀川流域では渇水が頻繁に発生し、平成 7 年以降、ほぼ毎年渇水調整を行っている。特に平

成 17 年の渇水は、国・県で渇水対策本部を設置し、20 回にわたる利水者会議を行う中で、枯渇しつつ

ある水の利用を協議し、少しでもダムの貯留水を長く利用できるように取水制限を強化した。しかし、

ついには長安口ダムの補給停止に至り、その後は緊急避難的措置として河川維持流量の削減等を実施し

た。この渇水は、長安口ダム完成以来、最も期間の長い渇水（113 日間）となり、工業被害額（出荷額

ベース）は過去最高の約 68.5 億円※にものぼった。また、平成 19年春の渇水は、平成 17 年に次ぐ大規

模なものとなり、取水制限 75日間で約 33 億円※の被害が発生した。（※徳島県公表値） 

(2) 河川整備計画策定（平成 19 年 6 月）以降の状況 

河川整備計画策定以降では、平成 25 年に、平成 17 年以来の年間 2 回に渡る渇水となり、特に春には

長安口ダム・小見野々
こ み の の

ダムの総合貯水率が 19.2%まで貯水量が減少し、最大で 50%の取水制限が実施さ

れた。この渇水を含め、河川整備計画策定後（平成 20～25 年）6年間で 4年（5 回）もの取水制限が実

施された。 

渇水時には、合理的な水利使用の推進を図るた

め、河川管理者や水利使用者等の関係機関から構

成される「那賀川渇水調整協議会」（平成 18 年 1

月設立）を開催し、取水制限の実施等を決定して

いる。今後も、渇水が発生した場合、同協議会に

おいて、取水制限の可否等について協議を行う体

制となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8 平成 17 年 6 月 農業用水の

取水制限時の状況 

図 2.10 那賀川下流域利水現況概要図

図2.9 平成21年6月 長安口ダムの

貯水池の状況 

河
川
整
備
計
画
策
定
以
降

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

工水 80％ 50日

農水 100％ 30日

工水 20％ 64日

農水 10％ 10日

工水 20％ 60日

農水 17％ 10日

工水 20％ 14日

農水 20％ 14日

工水 30％ 59日

農水

工水 20％ 36日

農水 15％ 17日

工水 80％ 25日

農水 66％ 25日

工水 30％ 22日

農水 30％ 22日

工水 10％ 4日

農水 10％ 4日

工水 100％ 113日

農水 100％ 113日

工水 60％ 75日

農水 60％ 75日

工水 20％ 33日

農水 20％ 33日

工水 60％ 73日

農水 60％ 73日

工水 60％ 33日

農水 60％ 33日

工水 50％ 64日

農水 50％ 64日

最高取水
制限率

取水制限
総日数

平成１７年

平成１３年

平成１４年

平成　７年

平成　８年

平成　９年

平成１０年

取水制限期間

平成２０年

平成２１年

平成１６年

平成１９年

平成１１年

平成１２年

平成２５年

平成２３年

渇水
発生年

用水

表 2.4 那賀川における近年の取水制限 
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３．地域の意向 

3.1 地域の要望事項 

国土交通省は、徳島県や氾濫区域にあたる阿南市、那賀町、更に「那賀川改修・長安口ダム改造促進

期成同盟会」や「那賀川渇水対策協議会」等から、毎年、那賀川及び桑野川に関わる事業の早期完成に

関する要望を受けている。また、事業の円滑な推進を目的に徳島県と連絡調整会議を毎年行っており、

河川事業の実施にかかる関連事業者（道路管理者等）と情報共有を図り、協力体制を構築している。 

さらに、無堤箇所の地域住民からも早期対策実施の要望を受けており、事業実施中の深瀬箇所につい

ては、築堤工事の早期完成に向けて、地域住民の協力の下、着実に事業を進めており、加茂
か も

箇所につい

ては、早期の工事着手が求められている。また、河口付近の地域住民からは、地震・津波対策工事の早

期実施の要望が寄せられている。 

徳島県は、那賀町から宮ヶ谷川（平谷
ひらだに

下ノ内
し も のう ち

地区）の河川改修事業に対し事業の早期完成に関する要

望を受けている。 

表 3.1 流域自治体から国土交通省への要望活動について 

時期 内容 自治体名 備考 
平成 21 年 12 月 14 日 要望書 阿南市 那賀川無堤地区解消について

平成 21 年 5 月 要望書 徳島県 無堤部の解消 
平成 22 年 1 月 29 日 要望書 阿南市 那賀川無堤地区解消について 
平成 22 年 5 月 26 日 要望書 徳島県 治水対策推進 等 
平成 23 年 6 月 22 日 要望書 阿南市 無堤地区解消について 

表 3.2 那賀川改修・長安口ダム改造促進期成同盟会からの要望項目（平成 25年） 

要望項目 

1 那賀川水系の適切な管理・整備を国において引き続き推進すること。 

2 堤防等河川管理施設の的確な管理水準の維持。 

3 那賀川本川無堤部の解消並びに堤防の質的強化対策の推進。 

4 桑野川のはん濫防止に向けた無堤部の解消。 

5 直轄管理となった長安口ダム改造事業の推進。 

6 水資源の安定供給のため長安口ダム貯水池上流の堆砂対策等の推進。 

7 河口部における地震・津波対策の推進。 

8 良好な河川環境の形成を図るための川づくり。 

9 災害時の被害軽減に向けた防災関連施設の整備。 

表 3.3 流域自治体から徳島県への要望活動について 

時期 内容 自治体名 備考 
平成 23 年 7 月 13 日 要望書 那賀町 宮ヶ谷川の河川改修事業について
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3.2 地域との連携 

地域住民を対象とした水生生物調査や出前講座、現地見学会、一斉清掃活動などを実施し、自然体験

活動などを通じて将来を担う子どもたちの環境教育への積極的な支援や、上下流の地域連携など地域社

会の連携を築く河川愛護活動ならびに地域住民の那賀川に関する関心を高め、治水、利水、防災等につ

いての知識・理解を深める様々な活動を行っている。 

また、平成 20 年 3 月に流域の関係団体（民間団体・国土交通省・徳島県・阿南市・那賀町・学識経

験者）を中心に組織された「ゆきかう那賀川推進会議」では、河川整備の基本理念である「安全で安心

できる那賀川水系の未来が拓ける川づくり」を目的に、那賀川流域の一層の連携、協働の取り組みにつ

なげていくため、ダム見学会、自然体験学習など、地域の将来を担う子どもたちが河川にふれあう活動

のサポートを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 出前講座の様子          図 3.2 工事現場見学の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3.3 清掃活動の様子        図 3.4 那賀川の日・水生生物調査 

（那賀川探検バスツアーの様子） 
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４．事業の進捗状況 

4.1 河川整備計画の主なメニュー 

概ね 30 年後以内に実施する河川整備計画の主なメニューは以下に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.1 河川整備計画の主なメニュー 

 

表 4.1 国管理区間の河川整備計画の対象期間と整備目標 

河川名 対象期間 整備目標（洪水を安全に流下させるための対応） 

那賀川 概ね 30年 
昭和 25 年 9 月洪水（ジェーン台風）と同規模の洪水を

安全に流下させる。（古庄地点目標流量 9,000m3/s） 

桑野川 概ね 30年 
平成 11 年 6 月洪水（梅雨前線）と同規模の洪水を安全

に流下させる。（大原地点目標流量 950m3/s） 
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潮
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表 4.2 河川整備計画の主なメニュー（国管理区間） 

分野 河川整備計画の主なメニュー 個別整理 
治水 ・深瀬、加茂、持井地区などの無堤部の堤防整備 No.1(深瀬) 

・長安口ダムの放流能力の増強（ダム改造事業） No.2 
・長安口ダム治水容量の確保（堆砂対策の実施） No.3 
・長安口ダム操作ルール見直しによる治水効果増大  
・流下断面不足箇所での樹木伐採及び河道掘削  
・洪水時の漏水や局所洗掘に対する堤防強化 No.4(漏水) 
・内水はん濫対策の実施 No.5(桑野川)

・大規模地震･津波等への対策 ※「6」で記述

・防災関連施設の整備  
 河川防災ステーション等の整備 No.6 

光ファイバー網等の整備 No.7 
那賀川防災プロジェクト  

利水 ・長安口ダム貯水池上流での土砂の除去による利水容量の確保  
・長安口ダムと川口ダムの底水容量を不特定容量として利用  

環境 ・長安口ダム発電取水口への選択取水設備の設置  
・長安口ダム貯水池上流で除去した土砂を下流河道へ還元 No.8 
・動植物の生育･生息環境に配慮した環境を形成 
（瀬と淵の保全、ミティゲーション、モニタリング調査など） 

No.9 

・水辺ネットワークの構築（「桑野川かわまちづくり整備」） No.10 
維持管理 ・那賀川・桑野川における効率的かつ効果的な維持管理 No.11 

 
表 4.3 河川整備計画の主なメニュー（徳島県管理区間） 

分野 河川整備計画の主なメニュー 個別整理 

治水 ・県管理区間の河川整備 
No.12※宮ヶ谷

川は「6」で記述

 

 

 

4.2 主なメニューの進捗状況等 

上記メニュー中の主要な 12 事業について、進捗状況等を個別整理した結果を以下に示す。 
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５．事業進捗の見通し 

5.1 当面の段階的な整備の予定 

当面の段階的な整備の予定は下表に示すとおりである。 

河川改修事業については、今後概ね 20年後以内に、河川整備計画での目標規模の流下能力を 

確保する。 

また、並行して地震・津波対策、堤防の強化対策（漏水対策）を実施する。 

長安口ダムの放流能力の増強等（長安口ダム改造事業）は、平成 30年度に完了予定である。 

表 5.1 当面の段階的な整備の予定 

～計画策定
10年後

【地区名等】

深瀬

加茂（暫定）

吉井

河道掘削 楠根・吉井

無堤地区解消 加茂・持井

浸水防止施設 和食 

十八女 

水井 

土佐 

概ね1/10規模対応

（出原：2,100m3/s）

堤防の整備・
河床の整正等

出原 

床上浸水解消
（左岸引堤）

宝田・本庄・
大原

無堤地区解消
オワタ・石合・
会下

概ね1/50規模対応

（大原：900m3/s）

堤防の整備・
河道の掘削等

 宮ヶ谷川
概ね1/30規模対応

（那賀川合流点：50m3/s）

堤防の整備・
河道の掘削等

 岡川
概ね1/30規模対応

（文化橋：150m3/s）

堤防の整備・
河道の掘削等

 畑田川
概ね1/30規模対応

（岡川合流点：80m3/s）

堤防の整備・
河道の掘削等

 大津田川
概ね1/5規模対応

（大津田川樋門：50m3/s）
河道の掘削等

 廿枝川
概ね1/30規模対応

（桑野川合流点：50m3/s）
河道の掘削等

 南川
概ね1/30規模対応

（桑野川合流点：120m3/s）
河道の掘削等

【地区名等】

大京原、岩脇、
南島、西谷等

●長安口ダム改造事業
　 長安口ダムの放流能力の増強等

S25.9洪水対応

（和食：8,200m3/s） 輪中堤・嵩上げ 

●堤防の強化対策（漏水対策）

那賀川（国管理区間）

那賀川・桑野川（国管理区間）

出島川（県管理区間）

●地震・津波対策

桑野川

H11.6洪水対応

(大原：950m3/s)

●水辺ネットワークの構築
　 「桑野川かわまちづくり整備」

無堤地区解消

S25.9洪水対応

(古庄：8,500m3/s)

那賀川

樹木伐採・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ（維持）

～計画策定
30年後

整備メニュー

●河川改修

H16.10洪水対応

(古庄：8,100m3/s)

： 国管理区間の整備予定

： 県管理区間の整備予定

掘削土を有効利用

H25年度

（現時点）

H19年度 H30年度 H48年度
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６．河川整備に関する新たな視点 

6.1 地震・津波対策 

(1) 東日本大震災を踏まえた地震・津波対策 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、東北地方から関東地方の広範囲にわたり河川

堤防等が被災し、その直轄河川管理施設の被災箇所は 2,000 箇所以上であった。この中には、堤防

機能を失するような大規模な被災も含まれており、過去の地震による堤防の被災と比較して、範囲

や規模も甚大なものとなった。大規模な河川堤防の被災は、これまで、地震による堤防の被災要因

として主眼に置かれていなかった堤体の液状化による被災が多数発生していたことなどが明らかに

なった。 

今後は、東日本大震災による災害で得られた最近の技術的知見を踏まえた点検を基に、河川管理施

設の耐震・液状化対策を推進していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6.1 東日本大震災における液状化による堤防の被災事例 

 

出典：東日本大震災を踏まえた今後の河川堤防の耐震対策の進め方について報告書（平成 23 年 9 月）
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(2) 那賀川水系の河川堤防における地震・津波対策の必要性検討結果 

那賀川水系河川整備計画では、那賀川・桑野川（国管理区間）の大規模地震・津波等への対策の一環

として、津波の遡上範囲及びはん濫状況を検証し、高潮堤防の整備を実施することにより津波による被

害の防止対策を行うこととしていた。 

東日本大震災発生後、地質調査や新たな知見に基づく堤防耐震検討の結果、高潮堤防に加え液状化対

策等が必要となったことから計画を見直す必要が生じた。 

加えて、大規模地震により国及び県における堤防、水門・樋門、排水機場等の河川管理施設の損傷や

操作への支障が生じた場合、津波及び地震後の洪水による浸水被害の発生が懸念されることから、予想

される被害状況、社会的状況等を考慮し、耐震対策を計画的に実施する必要が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2 津波のレベルと対策の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3 「施設計画上の津波」に対する地震・津波対策工法の例 

 

液状化対策の例 

締固砂杭

鋼矢板

締固砂杭

・堤防の断面拡大と嵩上げ 

・砂杭や鋼矢板による液状化対策 

・堤防の新設 

・砂杭による液状化対策 
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6.2 宮ヶ谷川の河川改修事業 

宮ヶ谷川では、河川整備計画策定後に発生した平成 21 年８月台風９号において、大規模な浸水被害

（床上 26 戸、床下 5 戸）が発生したことを踏まえ、計画を変更する必要がある。 

 

 

 

 

 

図 6.4 平成 21 年 8 月洪水による平谷地区の浸水区域 

図 6.5 平成 21 年 8 月洪水による平谷地区の浸水被害状況写真 

平谷 2号橋より平谷地区を臨む
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７．河川整備計画の点検結果 

7.1 点検結果のまとめ 

那賀川水系河川整備計画が策定されたのは平成 19 年 6 月であり、6 年余りが経過している。今回、

流域の社会情勢の変化状況等を確認し、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災からの教訓も念頭に、

同計画の進捗状況等について点検を実施した。その結果をまとめると以下のとおりである。 

 

(1) 治水に関する河川整備 

・流域の社会情勢に顕著な変化は見られないが、洪水被害については引き続き発生しており、同計画

に定められた治水に関する河川整備を継続して実施する必要がある。なお、県管理区間の宮ヶ谷川

においては、平成 21 年 8 月台風９号において、大規模な浸水被害が発生したことを踏まえ、河川

整備計画の変更が必要である。 

・優先実施事項とされていた無堤部の堤防整備や長安口ダム改造事業は、同計画策定後、着実に進捗

していることが確認できた。 

・洪水対策、内水はん濫対策を目的とした桑野川における床上浸水対策特別緊急事業（引堤・排水機

場新設）が完了し、整備完了後に発生した洪水時に整備効果が発揮されていることが確認できた。 

・その他、国管理区間で実施予定の堤防漏水対策や防災関連施設の整備等が着実に実施されているこ

とが確認できた。 

・大規模地震・津波対策については、整備計画策定後発生した東日本大震災の被災状況等を踏まえ、

今後予想される東南海・南海地震（南海トラフ巨大地震）等に備え、堤防等の耐震対策等を早急に

実施する必要がある。このため、河川整備計画を変更し事業を進めていくことが必要である。 

 

(2) 利水に関する河川整備 

・流域の社会情勢に顕著な変化は見られないが、渇水時には「那賀川渇水調整協議会」において、ダ

ム貯水率の変動および降雨の状況を考慮した取水制限の取り組みや広報について臨機に対応して

おり、同計画に定められた利水に関する河川整備を継続して実施する必要がある。 

・利水安全度向上に向けて、長安口ダムの底水容量活用等の検討を実施予定である。 

 

(3) 河川環境に関する河川整備 

・流域の社会情勢に顕著な変化は見られず、同計画に定められた河川環境に関する河川整備を継続し

て実施する必要がある。 

・動植物の生育・生息環境の保全・再生のため、河川工事の実施においても河川環境に与える影響を

最小限に抑えることを目的に、環境保全対策が実施されていることが確認できた。 

・その他、長安口ダム貯水池上流で除去した土砂の下流河道への還元、水辺ネットワークの構築等が

着実に実施されていることが確認できた。 

 

7.2 今後の進め方 

以上のとおり、那賀川水系河川整備計画に定められた河川整備事業を継続して実施する必要があるこ

とが確認できた。一方で、今後の河川整備にあたっては、河川整備における新たな視点も踏まえて計画

を見直す必要がある。 

 

以上 


